
春日井市狭あい道路拡幅整備要綱に基づく事務手続きのながれ 
R6.04 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先 ： 春日井市建設部土木管理課      電話 0568-85-6272 

             建設部道路課        電話 0568-85-6274 

まちづくり推進部建築指導課 電話 0568-85-6328 

無償使用承諾書提出 

添付書類（正・副２部提出） 

正：土木管理課行 

副：確認申請副本に添付返却 

・位置図、公図の写し 

・土地の登記事項証明書 

・後退用地の写真 

（後退杭入：土木管理課支給品） 

建築計画事前相談（４ｍ未満の道） 

セットバック中心の判断 

境界立会申請提出 

境界が不調の手続き 狭あい協議書提出 

添付書類 

・位置図、公図の写し 

・土地の登記事項証明書 

・平面図・求積図 

・後退用地の写真（後退杭入：土木管理課支給品） 

・セットバック部分無償使用承諾の場合 

→無償使用承諾書提出 

・セットバック部分寄付宣言の場合 

 →寄付採納の手続き（春日井市私有道路敷寄付採納要綱による） 

協議済書交付 

建 築 確 認 申 請 

後退用地内に建築物、工作物等なし 

管  理 

道路法 公共用物管理条例 

境界立会い記録提出 

土木管理課 建築指導課 

建築指導課 

道路課 

建築基準法 43 条 2 項 2 号許可 

基準法42条２項道路 基準法外道路 基準法42条２項道路 

後  退  用  地  の  整  備 

後退用地内に建築物、工作物等あり 

建築物、工作物等撤去 

確認申請完了検査 

現地での境界立会実施 
※不調の場合 ※境界が確定した場合 

建築基準法における道路判定 


